
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第14回】「退職給付引当金（原則法）」   
（※退職給付引当金（原則法）に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

【
S
T
E
P
１
】
 
当
期
ま
で
に
帰
属
す
る
退
職
給
付
見
込
額
の
算
定
 

期間定額基準 

給付算定式基準 

（２）期間定額基準による退職給付見込額の算定 
 
 
 
 
 
 

① 退職時の退職給付見込額の見積り 

② 当期までに帰属する退職給付見込額の算定 

（３）給付算定式基準による退職給付見込額の算定 
 
 
 
 
 
 

個別・期末 

（１）退職給付見込額の 

期間帰属方法の選択 

① 当期までの退職給付見込額の見積り 

② 当期までに帰属する退職給付見込額の算定 

③勤務期間の後期における給
付算定式に従った退職給付が、
初期よりも著しく高い水準か？ 

③ 補正なし。  ③ 補正する。  

NO YES 
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【
S
T
E
P
２
】
 
退
職
給
付
債
務
の
算
定
 

          （１） 割引率の設定方法の決定 
 

          以下の、いずれから決定する。 

         ① イールドカーブ直接アプローチ 

         ② イールドカープ等価アプローチ 

         ③ デュレーションアプローチ   

         ④ 加重平均期間アプローチ 

（２）前期末に用いた割引率により算定
した場合の退職給付債務と比較して、
期末の割引率により計算した退職給
付債務が10％以上変動していると推
定されるか？ 

（２）当期末の割引率を算定する。  （２）前期末の割引率を使用する。  

YES NO 

（３）①退職給付債務の算定 

（３）データ等は貸借対照表日
前のものか？ 

（３）②（ⅰ）データ等の基準日のデータ
等を用いて、退職給付債務をデータ等の
基準日で算定した上で、調整する。 

YES NO 

（３）②退職給付債務はデータ
等の基準日で算定するか？ 

（３）②（ⅱ）データ等の基準日のデータ
等を用いるが、貸借対照表日時点の退職
給付債務を算定した上で、調整する。 

YES NO 

【
S
T
E
P
３
】
 
年
金
資
産
の
算
定
 

期末における時価（公正な評価額）により年金資産の額を算定する。 

個別・期末 

個別・期末 
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【
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】
 
数
理
計
算
上
の
差
異
 

及
び
過
去
勤
務
費
用
の
算
定
 

 
（１）数理計算上の差異の算定 

 
 
 
 
 
 

① 年金資産から生じる数理計算上の差異の算定 

② 退職給付債務から生じる数理計算上の差異の算定 

（２） 過去勤務費用の算定 

【
S
T
E
P
５
】
 
勤
務
費
用
の
計
算
 

（１）勤務費用の算定 

データ等は貸借対照表日前の
ものか？ 

（２）①データ等の基準日のデータ等
を用いて、勤務費用をデータ等の基
準日で算定した上で、調整する。 

YES NO 

（２）勤務費用はデータ等の基
準日で算定するか？ 

（２）②データ等の基準日のデータ等を用
いるが、貸借対照表日時点の勤務費用を

算定した上で、調整する。 

YES NO 

個別・期末 

個別・期中 
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【
S
T
E
P
６
】
 
利
息
費
用
の
計
算
 

期首の退職給付債務に前期末で使用した割引率を乗じて、利息費用を算定する。 

【
S
T
E
P
７
】
 
期
待
運
用
収
益
の
計
算
 

（１）長期期待運用収益の設定 

（２）期首の年金資産の額に長期期待運用収益率を乗じて、期待運用収益を計算する。 

【
S
T
E
P
８
】
 
未
認
識
数
理
計
計
算
上
の
差
異
及
び
 

未
認
識
過
去
勤
務
費
用
の
費
用
処
理
 

（１）未認識数理計算上の差異の費用処理 

（２）未認識過去勤務費用の費用処理 

個別・期中 

個別・期中 

個別・期中 
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【
S
T
E
P
 
】
 
連
結
で
の
会
計
処
理
 

連結財務諸表では、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整した上で、純資産の部の「そ

の他の包括利益累計額」に「退職給付に係る調整累計額」として計上する。 
 

また、個別上の退職給付引当金と未認識数理計算上の差異の合計額は、積立不足の場合、「退職給付に係る負債」として固定

負債に計上する。積立不足でない場合は、「退職給付に係る資産」として固定資産に計上する。 
 
その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された
部分については、税効果を調整した上で、その他の包括利益の調整（組替調整）を行う。 

【
S
T
E
P
 
】
 
注
記
 

 退職給付引当金（退職給付に係る負債）を原則法で会計処理している場合、以下の注記が必要となる。 
  

 （１）退職給付の会計処理基準に関する事項 

 （２）企業の採用する退職給付制度の概要 

 （３）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

 （４）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

 （５）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表 

 （６）退職給付に関連する損益 

 （７）その他の包括利益に計上された数理計算上の差異及び過去勤務費用の内訳 

 （８）貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の内訳 

 （９）年金資産に関する事項（年金資産の主な内訳を含む） 

 （10）数理計算上の計算基礎に関する事項 

 （11）その他の退職給付に関する事項 
  

 なお、会社計算規則では、必ずしも上記のような注記は求められていない。 

 

【
S
T
E
P
９
】
 
企
業
年
金
へ
の
掛
金
の
拠
出
 

及
び
企
業
年
金
か
ら
の
退
職
金
の
支
払
い
 

（１）企業年金への掛金の拠出 
 

会社から企業年金へ掛金を拠出した場合、その分、年金資産が増加するため、退職給付引当金が減少する。 

（２）企業年金から退職金の支払い 
 

企業年金から退職者へ退職金の支払いが行われた場合、退職給付債務が減少する。同時に年金資産も同

額減少する。したがって、退職給付引当金の金額には、何ら影響はないため、会計処理は不要である。  

個別・期中 

11 

10 


